
 
 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

令
和
二
年
に
行
わ
れ
た
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
総
合
的
な
見
直
し
の
後
に
お
い
て
も
、
悪
性
の
家
畜
の
伝
染
病
が
継
続
し
て

発
生
し
、
国
境
を
越
え
た
人
や
物
の
往
来
も
ま
す
ま
す
活
発
に
な
る
中
で
、
我
が
国
の
畜
産
業
の
持
続
的
な
発
展
及
び
畜
産
物

の
安
定
供
給
を
図
る
上
で
家
畜
衛
生
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
一
層
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
家
畜
伝
染
病
の

発
生
増
加
、
こ
れ
に
伴
う
家
畜
防
疫
員
の
業
務
負
担
の
増
大
、
訪
日
旅
客
や
国
際
郵
便
に
よ
る
畜
産
物
の
持
込
み
違
反
件
数
の

増
加
等
、
我
が
国
の
家
畜
防
疫
を
取
巻
く
環
境
は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
対
応
し
て
、
国
内
防
疫
体

制
及
び
輸
入
検
疫
体
制
の
強
化
等
を
図
る
必
要
が
あ
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

ラ
ン
ピ
ー
ス
キ
ン
病
に
つ
い
て
は
、
ま
ん
延
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
や
発
生
時
の
殺
処
分
等
の
措

置
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
感
染
防
止
の
た
め
の
吸
血
昆
虫
対
策
等
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。 

二 

豚
熱
発
生
時
の
選
択
的
殺
処
分
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
発
生
農
場
内
で
の
再
発
防
止
に
資
す
る
よ
う
、
殺
処
分
対
象
を

正
確
に
把
握
す
る
た
め
の
適
切
な
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
基
準
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
等
へ
の
指
導
を
徹
底
す
る

こ
と
。
ま
た
、
殺
処
分
の
対
象
と
な
ら
ず
に
出
荷
さ
れ
る
豚
に
つ
い
て
、
風
評
被
害
を
防
止
し
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た

め
、
関
係
事
業
者
や
消
費
者
に
対
し
、
制
度
導
入
の
趣
旨
や
食
肉
の
安
全
性
に
つ
い
て
十
分
な
広
報
を
行
う
こ
と
。
加
え
て
、

殺
処
分
に
際
し
て
、
焼
却
が
円
滑
に
進
む
よ
う
焼
却
施
設
の
確
保
や
減
容
化
等
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。 

三 

登
録
飼
養
衛
生
管
理
者
に
よ
る
豚
熱
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
研
修
に
よ
り
十
分
な
知
識
及
び
技
能
を
習

得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
家
畜
防
疫
員
の
指
示
の
下
、
適
切
な
接
種
が
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
ま
た
、
豚
熱
ワ
ク
チ

ン
接
種
後
の
免
疫
付
与
状
況
確
認
検
査
の
民
間
検
査
機
関
等
へ
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
検
査
の
精
度
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

状
況
を
注
視
し
必
要
に
応
じ
て
指
導
す
る
こ
と
。 



四 

豚
熱
の
清
浄
化
に
向
け
て
、
マ
ー
カ
ー
ワ
ク
チ
ン
の
実
用
化
及
び
普
及
に
向
け
た
取
組
な
ど
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
経
口
ワ
ク
チ
ン
の
散
布
な
ど
野
生
イ
ノ
シ
シ
対
策
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。 

五 

輸
入
禁
止
品
の
販
売
等
の
禁
止
や
家
畜
防
疫
官
に
よ
る
立
入
検
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
外
国
食
材
店
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
者
に
対
し
て
制
度
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
し
、
疑
義
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
畜
防
疫
官
の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
警
察
と
連
携
す
る
等
実
効
性
を
高
め
る
体
制
の
構
築
を
図
る
こ
と
。 

六 

輸
入
検
疫
体
制
の
強
化
の
た
め
、
税
関
や
出
入
国
管
理
庁
等
と
も
十
分
に
連
携
し
つ
つ
、
Ａ
Ｉ
の
活
用
や
検
疫
探
知
犬
の

育
成
及
び
運
用
方
法
の
見
直
し
等
、
空
港
、
港
湾
及
び
国
際
郵
便
局
に
お
け
る
水
際
対
策
を
一
層
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

外
国
食
材
店
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
、
訪
日
外
国
人
及
び
在
留
外
国
人
等
に
向
け
て
、
改
め
て
動
物
検
疫
の
重
要
性
に
つ

い
て
の
周
知
及
び
啓
発
を
行
う
こ
と
。 

七 

家
畜
防
疫
員
の
業
務
が
増
加
か
つ
多
様
化
し
て
い
る
中
、
国
内
防
疫
体
制
の
維
持
・
強
化
の
た
め
、
都
道
府
県
と
協
力
し

て
家
畜
防
疫
員
及
び
産
業
動
物
獣
医
師
の
確
保
・
育
成
及
び
処
遇
の
改
善
を
図
る
こ
と
。
併
せ
て
、
遠
隔
診
療
の
導
入
に
よ

る
業
務
効
率
化
等
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


